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環境浄化特別推進地区  

勧誘行為等適正化特定地区  

→勧誘行為等適正化特定地区  

→勧誘行為等適正化特定地区（平成 16 年４月１日に追加指定） 

→勧誘行為等適正化特定地区（平成 18 年４月１日に追加指定） 

→環境浄化特別推進地区  

→歩道を含む（勧誘行為等適正化特定地区） 

→課題又は要望のある検討エリア 
裏面あり 



 

 

勧誘行為等適正化特定地区  「武蔵野市つきまとい勧誘行為の防止及び路上宣伝行為等の適正化に関する条例」 

・特定地区内では、条例に規定する禁止行為（つきまとい勧誘行為、客引き行為等）に対する「警告」、「勧告」、「公表」が可能  

・特定地区内では、通行を阻害する路上宣伝行為に対して「方法を変更するよう求める」ことが可能  

※口頭注意、指導は市内すべての地域で可能  

 

環境浄化特別推進地区  「武蔵野市環境浄化に関する条例」 

・条例に規定する要件に該当し、特に環境浄化を推進する必要があると認める地区  

・推進地区内で行われる住民の自主的な環境浄化活動に対する支援が可能  

・推進地区内における健全な商業活動を推進するための措置を行うことが可能  


